












医療法人社団健育会　竹川病院　通所リハビリテーションセンター

１．名称：医療法人社団健育会　竹川病院(ｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｼｬﾀﾞﾝｹﾝｲｸｶｲ　ﾀｹｶﾜﾋﾞｮｳｲﾝ)

２．事業所番号：1311970847

３．利用定員：165名（通常規模型）

４．サービス提供地域：

　　練馬区（氷川台・錦・平和台・羽沢）

５．営業日：月曜～金曜（12月30日～1月3日は除きます）

６．ｻｰﾋﾞｽ提供時間：8:50～16:00　下記利用時間帯から選べます

①8：50-10：35

②10：35-14：40

③14：40-16:00

　　板橋区（大谷口・小茂根・桜川・東新町・弥生町・上板橋・常盤台
　　　　　　　 南常盤台・東山町・大谷口北町・大谷口上町・向原
                小竹向原・若木・中台・前野町）

竹川病院通所リハビリでは、保有している当院の患者、その他関係者
の個人情報について、個人情報保護に関する法令及びその他の規範
を遵守し,個人情報保護方針に則り実行・維持します。

所在地 板橋区桜川2-10-7

開設者 医療法人社団健育会

事業内容 ○通所リハビリテーション

東武東上線 上板橋駅 徒歩7分

竹川病院

けやき

－ 周辺地図 －

関連施設

【ケアセンターけやき】
○グループホーム：18名

○特定施設入居者生活介護：10名
○(介護予防)通所介護：40名
○居宅介護支援事業

明るく広々とした、フロアーでお待ちして
おります

療法士による個別リハビリを実施し、
個々に合わせたプログラムを作成します

口腔体操や転倒予防体操等の集団プロ
グラムや季節ごとのアクティビティーも
充実しています

医療法人社団健育会 竹川病院

通所リハビリテーションセンター

(ケアセンターけやき１階）

新規依頼・見学についてはご気軽に下記連絡先にお問い合わせください。

担当：五十嵐03-5922-6374



担当：矢澤・栗原

この度竹川病院は

訪問リハビリテーションセンターを開設致しました！

訪問経験5年目以上のスタッフが10名(常勤)、
在宅支援が大好きなベテランが揃っています。

竹川病院訪問リハビリテーションセンター

事業所番号：１３６１９９００２９

TEL ０３－５９２２－６３２２(代表)
０３－５９２２－６３２３(直通)

FAX  ０３－３５５９－４７１２

住所：板橋区桜川２－１０－７

竹川病院
訪問リハビリテーションセンター

新規ご依頼のお申込みは
こちらのQRコードからも

行えます！

●生活動作練習や
家族への
介助指導

●言語聴覚士による
嚥下療法

●筋力強化や
可動域療法

●歩行練習

etc.

親身な対応で、その人らしさを尊重した
リハビリテーションを提供します



板橋区全域・練馬区一部に対応しています。
※お気軽にご相談ください。

退院後早期のリハビリテーション開始が

ADLの改善に有効と実証されています。

竹川病院訪問リハビリテーション利用料金一覧表

＊上記料金につきましては、目安の金額になります。

サービス内容 単位数 利用者負担金(1割) サービスコード

訪問リハビリテーション 308単位/回
20分 3511円
40分 7022円
60分 10,533円

142111

予防訪問リハビリテーション 298単位/回
20分 3397円
40分 6794円
60分 10,191円

642111

短期集中リハビリテーション実施加算 200単位/日 2280円 介護  145003
予防  645001

リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 213単位/日 2428円 145008

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 6単位/日 68円 介護  146102
予防  646102

退院時共同指導加算 600単位/回 6840円 介護  144003
予防  644003

訪問経験5年目以上が
在籍しています。
在宅生活を全面的に

バックアップいたします！
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（いしがみ）

医療法人社団 健育会

ケアセンターけやき 訪問看護ステーション

所在地

開設者

事業内容

関連施設

板橋区桜川2-10-7

医療法人社団健育会
理事長 竹川 節男

○看護師、療法士による
訪問看護、リハビリテーション、精神科等

【ケアセンターけやき】
○グループホーム：18名
○特定施設入居者生活介護：10名
○(介護予防)通所介護：40名
○居宅介護支援事業
○(介護予防)通所リハビリテーション:80名

(竹川病院)

TEL 03-5922-6322（代表）
03-5922-6323（直通）

FAX 03-3559-4712
事業者番号：1361990029
代表：高野 (たかの)
http://www.takekawa.gr.jp/keyaki/index.html

お気軽にお問い合わせ下さい

訪問リハビリ充実

ご利用者とご家族の゛想い゛を共に考え

円滑な在宅生活の自律をサポートし

社会参加を支援します

・

看護師 ９名
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 12名



【介護保険】

◆利用料金は、記載単価×11.40円となります　（利用者負担は1～3割となります）

（1）看護師が訪問看護を行った場合

・所要時間が30分未満の場合

・所要時間が30分以上1時間未満の場合
・所要時間が1時間以上1時間30分未満の場合
（2）理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問看護を行った場合
・1回あたり　20分 ※摘要の減算で算定した場合

265単位（294単位×0.9）×3回分 - 24単位＝771円/日

よって、訪問1日分あたり上記の計算となる。

1回の訪問時間を60分とした場合、週2日までの利用が可能。

（1）看護師が訪問看護を行った場合
・所要時間が30分未満の場合
・所要時間が30分以上1時間未満の場合

（2）理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問看護を行った場合

・1回あたり　20分 ※摘要の減算で算定した場合

276単位×2回分＝552単位／日
552単位×11.40円＝6,293円／日

よって、訪問1日分あたり上記の計算となる。
１回につき6単位

【医療保険】

◆国民健康保険、社会保険加入の方は総費用の3割負担となります。
◆高齢受給者、老人保健受給者加入の方は総費用の1割負担（但し、一定以上の所得がある方は3割負担となります。）

週3回までの訪問の場合 ・日曜日及び祝日を除く
週4回以上の訪問の場合

・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合

複数回訪問 （1）　1日2回目訪問の場合
（2）　1日3回目訪問の場合 （1）又は（2）の単位を加算

管理療養費 （1）　初日
（2）　2日目から12日目まで
（1）　看護師が看護師、保健師等と訪問した場合
（2）　看護師が看護助手と同時に訪問した場合

週3回までの訪問の場合      30分以上の場合 ・日曜日及び祝日を除く
                                       30分未満の場合
週4回以上の訪問の場合     30分以上の場合
                                       30分未満の場合
1日1回訪問した場合 　4,500円
1日2回訪問した場合 　9,000円
1日3回訪問した場合  14,500円

【自費利用およびその他の費用】　　　
自費利用の場合は、介護保険利用料10割負担となります。
※介護保険の加算についても、同様に10割負担となります

訪問看護費 （1）　看護師が訪問看護を行なった場合
・所要時間が30分未満の場合
・所要時間が30分以上1時間未満の場合
・所要時間が1時間以上1時間30分未満の場合

（2）　理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問看護を行なった場合
・1回あたり　20分　（※1）

（1）　看護師が訪問看護を行なった場合
・所要時間が30分未満の場合
・所要時間が30分以上1時間未満の場合
・所要時間が1時間以上1時間30分未満の場合

（2）　理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問看護を行なった場合
・1回あたり　20分　（※1）

12,860円 （1,128単位/回）

ケアセンターけやき・訪問看護ステーション利用料金一覧表抜粋

種別 利用料金 摘要

訪問看護費 ・額は左記単位に11.40を乗じた額のうち、利用者負
担割合に応じた額（1割もしくは3割）が自己負担とな
る（各種加算もこれに準ずる）。但し(1)を准看護師が
行った場合は各単位数の90％で算定する。

・１週間に6回を限度に算定する。
・1日に3回以上訪問看護を行なう場合、1回につき所
定単位数に90/100を乗じた単位数で算定する。
・居宅サービス計画に基づき算定。

・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問回数
が看護職員の訪問回数を超えている場合、1回につ
き8単位を減算。

5,370円 （471単位/回）

9,383円 （823単位/回）

　9,052円 （794単位/回）

3,261円 （286単位/回）
（例）　当ステーションは通常の60分訪問を行なった場合、1日の訪問回数
を3回分　（20分×3回）　と考える。

771×11.40円＝8,790円／日

3,147円 （276単位/回）

（例）　当ステーションは通常の40分訪問を行なった場合、1日の訪問回数
を2回分　（20分×2回）　と考える。

※サービス
　提供体制
　強化加算

※療法士によるリハビリ20分・看護師訪問1回の利用に対して各6単位

・1日に3回以上訪問看護を行なう場合、1回に
つき所定単位数に50/100を乗じた単位数で算定
する。

・１週間に6回を限度に算定する。
・理学療法士等が利用開始日の月から12月超の
利用者に指定介護予防訪問看護を行った場合
1回につき5単位を減算。（※１）

・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問回数が看護
職員の訪問回数を超えている場合、1回につき8単位を減
算。
→※1の減算を算定している場合、1回につき15単位をさらに
減算
→※1の減算を算定していない場合、1回につき5単位を減算

介護予防
訪問看護費 　5,142円 （451単位/回）

◆身体障害者手帳および厚生労働大臣が定める疾病等（多発性硬化症、脊髄小脳変性症等）においては、利用者様負担が変わりますのでお問い合わ
せください。

種別 利用料金 摘要
訪問看護
管理療養費
（基本）

5,550円
6,550円
5,550円

訪問看護管理療養費（1）又は（2）の単位に複数回訪問

8,000円
7,670円
3,000円

複数名訪問
看護加算

4,500円 利用者の身体的理由、暴力行為、著しい迷惑
更衣、器物破損更衣等により、1人での訪問看
護が困難と認められる場合

3,000円

精神科訪問看護
基本療養費
(基本)

5,550円
4,250円
6,550円
5,100円

4,500円

複数名精神科
訪問看護加算

保健師又は看護師が他の保健師、看護師又
は作業療法士と同時に指定訪問看護を行う場
合

種別 利用料金 摘要

ベースアップ評価料
（Ⅰ）

780円 訪問看護管理療養費（月の初日の訪問）を算
定する利用者1人につき月に1回まで

訪問看護医療DX情報
活用加算

・自費利用の場合は、介護保険料金の10割
  負担5,370円 (471単位/回）

9,383円 (823単位/回）
12,860円 (1,128単位/回）

（276単位／回）

（286単位／回）
介護予防
訪問看護費

※上記訪問看護費と同じ
5,142円 (451単位/回）

50円/月 算定回数は月に1回までを上限

（※1）1日当たりの金額は、上記介護保険の訪
問看護費の欄を参照3,261円

9,052円 (794単位/回）
12,426円 (1,090単位/回）

3,147円
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